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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】デバイスが異常な状態の際にも、最適な電力管
理を行う画像形成装置を提供する。
【解決手段】画像データを入力する入力手段２と、前記
入力手段で入力された画像データを出力する出力手段４
と、入出力データを制御する制御手段３と、入出力の設
定を行う操作手段８と、を有する画像形成装置１におい
て、制御手段３が、入力手段２と出力手段４の電源を個
別に制御する電源制御手段と、制御手段３が、入力手段
２と出力手段４のいずれかの異常状態を検知する異常状
態検知手段と、エラー検知手段がエラーを検知した際に
、スタンバイ移行の時に前記電源制御手段を用いて、そ
のデバイスを除くデバイスの電源を落とす特定電源切断
手段と、を有する。
【選択図】図１



(2) JP 2015-167312 A 2015.9.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像データを入力する入力手段（２）と、前記入力手段で入力された画像データを出力す
る出力手段（４）と、入出力データを制御する制御手段（３）と、入出力の設定を行う操
作手段（８）と、を有する画像形成装置において、
前記制御手段（３）が、前記入力手段（２）と前記出力手段（４）の電源を個別に制御す
る電源制御手段と、
前記制御手段（３）が、前記入力手段（２）と前記出力手段（４）のいずれかの異常状態
を検知する異常状態検知手段と、
前記エラー検知手段がエラーを検知した際に、スタンバイ移行の時に前記電源制御手段を
用いて、そのデバイスを除くデバイスの電源を落とす特定電源切断手段と、
を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
前記異常状態検知手段が検知した異常が、復旧不可能な異常である場合、前記電源制御手
段を用いて異常デバイスの電源を落とすことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　省エネ意識の高まりと共に、画像形成装置にも低電力で動作する機能が実装されている
。特に待機中の消費電力を削減する目的で、ユーザからの操作を待ち受けている待機状態
の際に、動作していないデバイス、例えばプリンタやスキャナなどの電源を落とす機能が
実現されている。従来はユーザからの操作への応答性を重視して、動作中以外の待機状態
でもデバイスに電源を入れている。ユーザが画像形成装置へプリンタ、スキャナが動作す
るジョブを入力した際に必要なデバイスを判断し電源を入れることにより、待機中の消費
電力を削減している。
【０００３】
　ユーザの操作を受け付け、動作に必要なデバイスが確定していた時点で電源を入れる構
成の場合、ユーザの操作が一定時間無い、ジョブ待ち受け状態であるスタンバイ状態では
、デバイスへの給電が止まる。
【０００４】
　一方、デバイスの異常状態を検知した際は、コントローラへ通知を行い操作部へ表示を
行いユーザへ異常を伝える。異常状態を解消した際にはデバイスからコントローラへステ
ータス変更通知を行う。コントローラはステータスの変更を検知すると操作部の表示を変
更し、ユーザはデバイス異常状態からの復帰を判断することが出来る。スタンバイ状態で
デバイスへの給電が止まった状態で、異常状態の解消をされた場合、デバイスがステータ
ス変更通知をコントローラへ送ることが出来ず、操作部の表示を変更できない。そのため
、ユーザは異常状態からの復帰を知ることが出来ない。
【０００５】
　デバイスが異常状態である場合に、装置を低電力状態へ移行しない技術が開示されてい
る（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３００３２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　上記特許文献１の場合、装置全体が低電力状態へ移行しないため、無駄な電力を消費す
る問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の構成は、
画像データを入力する入力手段（２）と、前記入力手段で入力された画像データを出力す
る出力手段（４）と、入出力データを制御する制御手段（３）と、入出力の設定を行う操
作手段（８）と、を有する画像形成装置において、
前記制御手段（３）が、前記入力手段（２）と前記出力手段（４）の電源を個別に制御す
る電源制御手段と、
前記制御手段（３）が、前記入力手段（２）と前記出力手段（４）のいずれかの異常状態
を検知する異常状態検知手段と、
前記エラー検知手段がエラーを検知した際に、スタンバイ移行の時に前記電源制御手段を
用いて、そのデバイスを除くデバイスの電源を落とす特定電源切断手段と、
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、デバイスが異常な状態の際にも、最適な電力管理を行うことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明のコントローラのブロック図を示す図である。
【図２】本発明のフローチャートを示した図である。
【図３】本発明のフローチャートを示した図である。
【図４】本発明の操作部の表示を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。ただし、こ
の実施の形態に記載している構成要素はあくまで例示であり、この発明の範囲をそれのみ
に限定する趣旨のものではない。
【実施例１】
【００１２】
　本発明に係る情報処理装置の一実施形態としての画像形成装置について説明する。
【００１３】
　図１は本システムのブロック図である。
【００１４】
　画像形成装置（１）は、以下から構成される。
【００１５】
　原稿から光学的に画像を読み取りデジタル画像に変換するスキャナ装置（２）、デジタ
ル画像を紙デバイスに出力するプリンタ装置（４）、本装置の操作を行なうための操作部
（８）、デジタル画像や制御プログラム等を記憶するハードディスク装置（１４）。
【００１６】
　また、電話回線等にデジタル画像を送信するＦＡＸ装置（７）と、これらと接続され各
モジュールに指示を出す事により画像形成装置上でジョブを実行することが可能なコント
ローラ（３）。
【００１７】
　画像形成装置（１）は、ＬＡＮ（７）経由でコンピュータ（１０）からデジタル画像の
入出力、ジョブの発行や機器の指示等も行なうことが可能である。
【００１８】
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　スキャナ装置（２）は自動的に原稿束を逐次入れ替えることが可能な原稿給紙ユニット
（１１）、原稿を光学スキャンしデジタル画像に変換する事が可能なスキャナユニット（
１２）から成り、変換された画像データはコントローラ（３）に送信される。
【００１９】
　プリンタ装置（４）は紙束から一枚ずつ逐次給紙可能な給紙ユニット（１８）、給紙し
た紙に画像データを印刷するためのマーキングユニット（１６）、印刷後の紙を排紙する
ための排紙ユニット（１７）から成る。
【００２０】
　コントローラ（３）はＣＰＵ（１３）を有し、スキャナ装置（２）及びプリンタ装置（
４）と画像データの送受信及び保存を行う。
【００２１】
　すなわち、コントローラ（３）ではスキャナ装置（２）から受信した画像データを、メ
モリ（１５）に一時保存する。
【００２２】
　その後、ハードディスク装置（１４）へと画像データを格納する事で画像のスキャンと
保存が完了する。
【００２３】
　コントローラ（３）はハードディスク装置（１４）から画像データをメモリ（１５）に
一時保存し、メモリ（１５）からプリンタ装置（４）に画像データを送信することにより
プリント出力を行うことができる。
【００２４】
　また、汎用画像処理部（１９）を有し、メモリ（１５）に保存した画像データを汎用画
像処理部（１９）で、例えば縮小等の処理を行ったものを再度メモリ（１５）に保存する
ことが可能な画像処理ユニット（５）を持っている。
【００２５】
　この汎用画像処理部（１９）は必要に応じて様々な場面で使用する。画像形成装置（１
）は、コントローラ（３）が制御する操作部（８）を有し、オペレータ操作もしくは、Ｌ
ＡＮ（９）からの指示をＣＰＵ（１３）が解釈し、多彩なジョブを実行可能である。
【００２６】
　一例を以下に記載する。
・複写機能
スキャナ装置（２）から読み込んだ画像をハードディスク装置（１４）に保存し、同時に
プリンタ装置（４）を使用して印刷を行なう。
・画像送信機能
スキャナ装置（２）から読み込んだ画像をハードディスク装置（１４）に保存し、ＬＡＮ
（９）を経由してコンピュータ（１０）に送信する。
・画像保存機能
スキャナ装置（２）から読み込んだ画像をハードディスク装置（１４）に保存し、必要に
応じて画像送信や画像印刷を行なう。
・画像印刷機能
コンピュータ（１０）から送信された例えばページ記述言語を解析し、プリンタ装置（４
）で印刷する。
・ＦＡＸ受信プリント
ＦＡＸ装置（７）から受信したＦＡＸ画像をハードディスク装置（１４）に保存し、同時
にプリンタ装置（４）を使用して印刷を行う。
・ＦＡＸ転送処理
ＦＡＸ装置（７）から受信したＦＡＸ画像をハードディスク装置（１４）に保存し、同時
にＬＡＮ（９）を経由してコンピュータ（１０）等に転送する。
・ＦＡＸメモリ受信処理
ＦＡＸ装置（７）から受信したＦＡＸ画像をハードディスク装置（１４）に保存し、オペ
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レータからの参照を待つ。
・ＦＡＸ送信処理
スキャナ装置（２）から読み込んだ画像をハードディスク装置（１４）に保存し、同時に
ＦＡＸ装置（７）から公衆回線に送信する。
【００２７】
　なお、多くのケースでハードディスク装置（１４）を介在するのは、ジョブに失敗した
場合や、電源断等の異常状態からリカバリするためである。
【００２８】
　電源装置（６）は、画像形成装置（１）における電源を供給する装置である。
【００２９】
　装置ＯＦＦ時、ＡＣ電源（２９）はスイッチ（３０）により絶縁されている。
【００３０】
　スイッチ（１２）をＯＮにすることでＡＣ－ＤＣコンバータ２０にＡＣ電源が供給され
、ＤＣ電源が作られる。
【００３１】
　この装置はＣＰＵ（１３）の指示により装置全体を４つの独立した電源制御が可能であ
る。
【００３２】
　すなわち、ＣＰＵ（１３）からのスイッチ（２１）により、コントローラ部電力（２５
）の電源をＯＦＦ／ＯＮ制御可能である。
【００３３】
　同様に、スイッチ（２２）はプリンタ部電力（２８）、スイッチ（２３）はスキャナ部
電力（２６）、スイッチ（２４）は汎用画像処理部電力（２７）の電源をＯＦＦ／ＯＮ制
御可能である。
【００３４】
　ＣＰＵ（１３）はこれらのスイッチ（２１）から（２４）を用いることで、適切に画像
形成装置（１）の必要な場所に電力を供給する。
【００３５】
　以下に各電力状態ついて記載する。
・スリープ状態
このモードは画像形成装置（１）自体の電力を可能な限り落した状態である。ＣＰＵ（１
３）の周辺デバイスは一般的なサスペンド状態（ＡＣＰＩ－Ｓ３等）とし、ジョブを検出
可能な部分（スリープ時電力（３１））のみの通電を行い、装置全体の電力を非常に少な
い電力状態にすることができる。具体的には、ＣＰＵ（１３）は装置の状態をメモリ（１
５）に保存し、スイッチ（２１）により自分自身を含むコントローラ部電力（２５）の電
源を落とす。この時、ＣＰＵ（１３）自身が動作しなくなるが、スリープ時電力（３１）
がハード的にＯＮされ、ジョブが来たことだけが分かる状態となる。そして例えば、ＬＡ
Ｎ（９）からのネットワーク受信、ＦＡＸ装置（７）からのＦＡＸコール、操作部（８）
の操作がなされた時に、ハードウエア的にコントローラ部電力（２５）がＯＮとなる。Ｃ
ＰＵ（１３）はメモリ（１５）に保存された装置の状態をメモリ（１５）から読みだして
、再設定を行い、コントローラ部電力（２５）の電源がＯＦＦされる直前の状態に復帰し
、スタンバイ状態へと移行する。スリープ状態はハードウエアの多くが動作できない状態
であるため、スタンバイ状態に遷移するだけの機能しかない。ジョブはスタンバイ状態に
移行してから受け付ける。
・スタンバイ状態
コントローラ部電力（２５）が通電されている状態である。操作部（８）からのオペレー
タによる操作、ＬＡＮ（９）からのネットワーク経由のジョブ等を受け付ける。プリンタ
部電力（２８）、スキャナ部電力（２６）、汎用画像処理部電力（２７は）ＯＦＦとなっ
ているため、ＣＰＵ（１３）はスイッチ（２２）から（２４）の使用するデバイスの電源
を通電させた後に、所定のジョブを実行する。例えば以下のようにジョブ種に応じて各デ
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バイスの電源をＯＮにする。
・複写機能
スキャナ部電力（２６）とプリンタ部電力（２８）をＯＮにし、先に述べたように複写機
能を実現する。
・画像送信機能
スキャナ部電力（２６）のみをＯＮにし、読みとった画像データを送信する。
・画像保存機能
スキャナ部電力（２６）のみをＯＮにし、読みとった画像データを保存する。
・画像印刷機能
プリンタ部電力（２８）のみをＯＮにし、様々な画像データを印刷する。
・ＦＡＸ受信プリント
プリンタ部電力（２８）と汎用画像処理部電力（２７）をＯＮにし、受信したＦＡＸ画像
に汎用画像処理を施したのちに印刷する。
・ＦＡＸ転送処理
汎用画像処理部電力（２７）のみをＯＮにし、ＦＡＸ受信したデータを汎用画像処理した
のちに転送する。
・ＦＡＸメモリ受信処理
汎用画像処理部電力（２７）のみをＯＮにし、ＦＡＸ受信したデータを汎用画像処理した
後、ハードディスク装置（１４）に保存する。
・ＦＡＸ送信処理
スキャナ部電力（２６）と汎用画像処理部電力（２７）をＯＮにし、読み込んだＦＡＸ画
像データを公衆回線に送信する。ジョブが完了したらデバイスの電源を落とすことで、使
用する時だけ必要なデバイスのみを通電させることが可能となり、スタンバイ時の待機電
力を削減することが可能となる。
【００３６】
　図２は、本発明のフローチャート図である。本図を用いて本発明の具体的な処理の内容
について述べる。
【００３７】
　ステップ２０１では、ＣＰＵ（１３）がコントローラ（３）をスタンバイ状態へ移行す
る。以降のステップでコントローラがスタンバイへ移行する際に行う処理を示す。
【００３８】
　ステップ２０２では、ＣＰＵ（１３）がプリンタ装置（４）へ通信を行い、プリンタ装
置（４）のステータス状況を取得する。ＣＰＵ（１３）はプリンタ装置（４）が正常状態
か判断し、正常状態であればステップ２０３へ、異常状態であればステップ２０４へ進む
。プリンタの異常状態とは給紙する用紙の紙切れや、経路に紙が残ってしまうジャム状態
などがある。
【００３９】
　ステップ２０３では、ＣＰＵ（１３）がプリンタ装置（４）へ通信を行い、スイッチ（
２２）を制御してプリンタ装置（４）の電源（２８）をＯｆｆする。
【００４０】
　ステップ２０４では、ＣＰＵ（１３）がスキャナ装置（２）へ通信を行い、スキャナ装
置（２）のステータス状況を取得する。ＣＰＵ（１３）はスキャナ装置（２）が正常状態
か判断し、正常状態であればステップ２０５へ、異常状態であれば終了する。スキャナの
異常状態とは、経路に紙が残ってしまうジャム状態などがある。
【００４１】
　ステップ２０５では、ＣＰＵ（１３）がスキャナ装置（２）へ通信を行い、スイッチ（
２３）を制御してスキャナ装置（２）の電源（２６）をＯｆｆする。
【００４２】
　ステップ２０２、２０４では、プリンタ装置（４）、スキャナ装置（２）の電源をそれ
ぞれの状態にあわせて独立して制御する。またスタンバイ状態で画像処理ユニット（５）
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の電源をＯｆｆすることもできる。
【００４３】
　図３は、本発明のフローチャート図である。本図を用いて本発明の具体的な処理の内容
について述べる。
【００４４】
　ステップ３０１では、ＣＰＵ（１３）がコントローラ（３）をスタンバイ状態へ移行す
る。以降のステップでコントローラがスタンバイへ移行する際に行う処理を示す。
【００４５】
　ステップ３０２では、ＣＰＵ（１３）がプリンタ装置（４）へ通信を行い、プリンタ装
置（４）のステータス状況を取得する。ＣＰＵ（１３）はプリンタ装置（４）が正常状態
か判断し、正常状態であればステップ３０４へ、異常状態であればステップ３０３へ進む
。プリンタの異常状態とは給紙する用紙の紙切れや、経路に紙が残ってしまうジャム状態
などがある。
【００４６】
　ステップ３０３では、プリンタ装置（４）へ通信を行い、プリンタ装置（４）の異常状
態が復帰可能なものかを判断する。復帰可能な場合はステップ３０５へ、復帰不可能な場
合はステップ３０４へ進む。プリンタ装置（４）が異常状態から復帰可能な状態とは、給
紙する紙の紙切れや、トナー切れなど、ユーザ操作で回復することが出来る状態を示して
いる。プリンタ装置（４）が復帰不可能な状態とは部品故障など電源を切ってなんらかの
復旧作業が必要な状態である。一般的には操作部（８）にエラーコードが表示され、専門
知識を持ったサービスマンの対応が必要な状態である。
【００４７】
　ステップ３０４では、プリンタ装置（４）へ通信を行い、スイッチ（２２）を制御して
プリンタ装置（４）の電源（２８）をＯｆｆする。
【００４８】
　ステップ３０５では、スキャナ装置（２）へ通信を行い、スキャナ装置（２）のステー
タス状況を取得する。ＣＰＵ（１３）はスキャナ装置（２）が正常状態か判断し、正常状
態であればステップ３０７へ、異常状態であればステップ３０６へ進む。スキャナの異常
状態とは、経路に紙が残ってしまうジャム状態などがある。
【００４９】
　ステップ３０６ではスキャナ装置（２）へ通信を行い、スキャナ装置（２）の異常状態
が復帰可能なものかを判断する。復帰可能な場合は終了し、復帰不可能な場合はステップ
３０７へ進む。スキャナ装置（２）が異常状態から復帰可能な状態とは、紙詰まりや、原
稿の取り忘れ等であり、ユーザ操作で回復することが出来る状態を示している。スキャナ
装置（２）が復帰不可能な状態とは部品故障など電源を切ってなんらかの復旧作業が必要
な状態である。一般的には操作部（８）にエラーコードが表示され、専門知識を持ったサ
ービスマンの対応が必要な状態である。
【００５０】
　ステップ３０７では、ＣＰＵ（１３）がスキャナ装置（２）へ通信を行い、スイッチ（
２３）を制御してスキャナ装置（２）の電源（２６）をＯｆｆする。
【００５１】
　ステップ３０３、３０６でプリンタ装置（４）、スキャナ装置（２）が異常状態かつそ
の異常がユーザの操作で復帰可能である場合、操作部（８）には復帰のために必要な情報
が表示される。ユーザはその情報にリカバリ作業を行い、復旧すると操作部（８）の表示
が消え、プリンタ装置（４）、スキャナ装置（２）の電源がＯｆｆされる。
【００５２】
　図４は異常状態を操作部（８）へ表示した図である。
【００５３】
　４０１はステップ３０２で、ＣＰＵ（１３）が異常状態と判断した時に表示される画面
である。ユーザはこの画面を見て、異常状態からの復帰作業を行う。４０２は異常状態か
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らの復帰を行った直後の画面である。異常状態から復帰すると実行中のジョブを再開する
。この例ではプリント実行中に異常状態となった際の画面を示している。４０３はスタン
バイ状態の画面である。ジョブ実行が終了し、一定時間経過するとこの画面が表示され、
プリンタ装置（４）、スキャナ装置（２）の電源がＯｆｆされる。
【００５４】
　４０４は、ステップ３０３で復帰不可能な異常状態と判断された場合に表示される画面
である。異常内容が表示され、専門の知識を持ったサービスマンの対応が必要となる。
【符号の説明】
【００５５】
２：スキャナ装置
４：プリンタ装置
８：操作部
１４：ハードディスク装置

【図１】
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